
令和７年度第１１回中央区協議会 （東地域分科会） 

次 第 
１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 区長挨拶 

 

４ 議事 

（１）協議事項 

令和８年度地域力向上事業（助成事業）の提案について      【東行政センター】 

 

（２）地域課題について 

 

５ 連絡事項 

（１）代表会からの連絡事項 

 

（２）行政センター等からの連絡事項 

 

（３）次回以降の開催予定 

■３月の開催予定 

日時：令和８年３月２４日（火）午後１時３０分から 

会場：東行政センター ３階 ３１・３２会議室 

■４月の開催予定 

日時：令和８年４月２８日（火）午後１時３０分から 

会場：東行政センター ３階 ３１・３２会議室 

 

６ 委員からの発信 

 

７ 閉会

 

日時：令和８年２月２４日（火）午後１時３０分から 

会場：東 行 政 セ ン タ ー  ３ 階  ３ １ ・ ３ ２ 会 議 室 



第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和８年度地域力向上事業（助成事業）の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

地域力向上事業は、市民協働の手法により住みよい地域社

会を実現するため、市が実施又は支援する区の特性を活かし

た事業や課題を解決する事業です。 

 

〇市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

  団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主

体的に取り組む事業に対し市から補助金を交付することで、

効果が期待できる事業 
 

＜浜松市地域力向上事業実施要綱（抜粋）＞ 

第７条 助成事業は、市長が別に定める審査会において、審

議するものとする。 
第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、浜松市区及

び区協議会の設置等に関する条例第４条に規定する区協議

会（中央区及び浜名区にあっては、同条例第５条の２に規定

する地域分科会）に意見を求め、その意見を踏まえて実施予

定助成事業を決定し、提案団体には選考結果通知書により通

知するものとする。 

対象の区協議会 中央区協議会（東地域分科会） 

内  容 

〇助成事業２件 

 提案のあった助成事業について、事業内容等に対しご意見

をお伺いいたします。提案事業の詳細は別紙のとおりです。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

①中央区地域力向上事業審査会（東行政センター）を実施 

（２月４日） 

②中央区協議会（東地域分科会）にて意見聴取（２月 24 日） 

③事業の採択・不採択を決定し提案団体に通知を送付 

（２月末） 

担当課 東行政センター 担当者 佐々木 康亮 電話 424-0115 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 



 



№

　

・

・

・

こどもたちが活躍する機会を作る。ステージを設け、ダンス・歌・演奏など習い事
の発表の機会とする。
会場内ではこどもと親向けに様々なブースを設置する。ブースでは、生涯学習の提
案、教室の紹介、ワークショップ、レッスン体験等学びの機会を提供し、親子で
様々な学びに触れる機会とする。
東地域の子育て世代が気軽につながり、情報を得たり交流したりする場とする。

3.8 4.0

（8）参加予定人数

浜松市総合産業展示館 団体スタッフ10名・参加者6,000名

（13）【審査会】点数の平均

3.7

地域資源の活用度

（11）補助上限額

200,000円

（12）補助希望額

（2）提案回数

3回目

(補助率25％以内)

（1）提案事業名

FAMIFES・はままつFAMILYマルシェ

令和8年度地域力向上事業（助成事業） 提案内容

1

（3）提案団体 （4）実施時期

FAMIFESコミュニティ
令和8年4月1日（水）～
　　　　　令和8年12月31日（木）
イベント：令和8年12月13日（日）

（7）実施場所

合計

19.3

結果 審査の目安

採択候補とする
合計点が平均15点以上、かつ
公益性の項目が平均3点以上

（なし）

（14）【審査会】採択の条件

（5）事業目的

（6）事業内容

4.0 3.8

200,000円

（9）概算事業費

800,000円

地域課題の明確性 事業の妥当性 公益性 財政支援の妥当性

（10）補助対象経費

800,000円

・

・

・
・

こどもたちの活躍の場を設け多様な才能・個性を伸ばす機会を提供し、自己肯定感
を高め自他ともに認め尊重し合う機会を創る。
東地域の子育て世代が気軽につながり、情報を得て交流し子育て世代の活性化を図
る。
子育ての楽しさを世に伝え、東地域でつながり子育てを楽しむ機会を提供する。
親子で様々な人とつながる機会を設ける。

1



１　地域資源の活用度
　・子育てに関わる東地域の資源を活用している。
　・地域の比較的若い世代の人が持つスキルや魅力をＰＲし、共有できる機会の場と
　　なっており、地域振興につながるイベントとして評価できる。

２　地域課題の明確性
　・東地域に限らない重要課題としての少子化及び、地域独自の課題としてこどもた
　　ちの発表の場が少ないという課題を挙げている。

３　事業の妥当性
　・地域の人材を活用し、発表や活躍の場を創出するという点を評価する。

４　公益性
　・子育てしやすい地域づくりと、子育てに関する多くの人に共感してもらえるイベ
　　ントである。子育ては地域全体で行うことであり、広がりと継続性のあるイベン
　　トになっていってほしい。

５　財政支援の妥当性
　・地域の子育て世代によって構成された団体であり、財政支援は妥当である。

６　その他
　・会場使用料の占める割合が大きいことが今後の懸念点である。

（15）【審査会】主な意見
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№

　

・
・
・
・

地域住民の健康意識を高め、感染対策・転倒予防等を啓発する
医療・福祉に対する関心を高め、若い世代にも関心を広げる
地域住民の活性化・社会参加の機会を提供する
人とのつながりを再認識し、コミュニティを活性化する

令和8年度地域力向上事業（助成事業） 提案内容
（1）提案事業名 （2）提案回数

2

地域活性化　 健康・福祉の向上 イベント
2回目

(補助率40%以内)
（3）提案団体 （4）実施時期

医療法人社団　岡崎会
令和8年8月1日（土）～
　　　　　　令和8年11月30日（月）

（5）事業目的

（6）事業内容

（7）実施場所 （8）参加予定人数

ハイマート有玉、有玉病院
（中央区有玉南町）

620,000円 620,000円 248,000円 248,000円

（13）【審査会】点数の平均

地域資源の活用度 地域課題の明確性 事業の妥当性 公益性 財政支援の妥当性

（14）【審査会】採択の条件

・（なし）

合計 結果

【対象】積志地区住民
【日時】令和8年11月1日（日）10:00～14:00
○地域活性化　健康・福祉の向上イベント（ありたまスマイルフェス）
【内容】
①地域住民の健康意識の啓発・予防支援
　・健康に関する講演会　等
②福祉人材の魅力発信
　・医療・福祉専門職の仕事に触れる
　・専門職による体験型イベントを通じて、福祉分野への関心を喚起する
③地域住民の社会参加と交流の場の創出と提供
　・地域バンドによる生演奏ステージとダンスイベント　等
④多世代交流・地域の絆の再構築
　・縁日を企画（射的・ボールすくい・綿菓子）
　・各ブースを回るスタンプラリー企画　等

審査の目安

3.5 3.5

17.7 採択候補とする
合計点が平均15点以上、かつ
公益性の項目が平均3点以上

3.3 3.8 3.5

団体スタッフ　60名　 参加者　400名

（9）概算事業費 （10）補助対象経費 （11）補助上限額 （12）補助希望額
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１　地域資源の活用度
　・地域に所在する医療機関、介護施設がその専門性を活かして地域貢献していきた
　　いという趣旨は評価できる。

２　地域課題の明確性
　・このようなイベントが成功事例として共有されることで市全体の福祉の向上につ
　　ながる。

３　事業の妥当性
　・地域住民との距離が縮まり、福祉への理解を深めてもらうことが期待できる。

４　公益性
　・地域の健康増進につながると思われる。

５　財政支援の妥当性
　・福祉の向上と地域コミュニティの活性化に取り組むイベントとして大変貴重な機
　　会である。

６　その他
　・地域との関わりを早い段階から持っていただき、多くの地域住民の交流の場の創
　　出につなげてもらいたい。
　・実行委員会に外部の方を含めることが望ましい。

（15）【審査会】主な意見

8



東行政センター
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受付
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 2

・浜松市マスコットキャラクター（着ぐるみ）との交流 

④ 多世代交流・地域の絆の再構築（イベントを通じて人とのつながりを再認識し、

コミュニティを活性化する） 

・縁日を企画（射的・ボールすくい・綿菓子・ポップコーン・コーヒー等） 

・ビンゴ大会 

・各ブースを回るスタンプラリーを企画 

初回の経験から改善事項として 

・補助金申請の時期が遅く金額に制限はありましたが、無事に開催され（来場者303

人）充分に手ごたえは感じた。初回の反省点を踏まえ、早期に実行委員会を立ち上げ、

ブラッシュアップ（イベントの演出方法、景品数・種類、館内装飾を見直し）した内

容で開催する。 

・雨天時の開催についての周知が不十分であり、チラシへの記載および当日の案内デ

ィスプレイを充実させる。 

・道路を挟んでいる駐車場から当施設へ移動の際、スタッフの誘導は良かったが、来

場者からは横断歩道以外の選択が出来ず、不満を言われる来場者もいらしたので、事

前にチラシ等へ注意喚起する必要がある。 

新規企画として 

・ノベルティグッズ（ポーチ）の反響が大きかったので今回は種類を増やして来場者

に楽しんでいただく。 

・浜松市キャラクターに、ビンゴ大会、イベントに参加して来場者を楽しませる企画

を実施する。 

・晴天時はイベントステージを野外（駐車場）に移し、開放感のある場所でイベント

を開催する。 

事業の目的 

＊何のためにその事業を実施したいのか具体的に記入 

1. 地域住民の健康意識を高め、感染対策・転倒予防等を啓発する。 

2. 医療・福祉に対する関心を高め、若い世代にも関心を広げる。 

3. 地域住民の活性化・社会参加の機会を提供する。 

4. 人とのつながりを再認識し、コミュニティを活性化する。 

地域資源 

の活用 

＊区内の地域資源（特産品、自然、文化資産、人材など）を事業にどう活かす予定か。 

1. 医療機関・介護施設等（介護医療院・介護老人保健施設・通所リハビリテーショ

ン） 

・当施設の会場提供、専門職による体験ブースや講演を通して、福祉の魅力を発信す

る。 

2. 地域包括支援センター（当施設） 

・高齢者支援・地域課題の共有と問題解決に繋げる。 
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3. 地元の学生・ボランティア団体 

・会場運営補助、イベントサポート、交流機会を提供し、福祉について理解を深めて

もらう。 

4. 商工会・自治会・地域住民団体 

・周知協力や地域資源を紹介して、地域と当施設の橋渡しをお願いする。 

5. 福祉事業所・就労支援施設 

・製作品の販売、利用者（事業所・施設）の社会参加を支援する。 

地域課題 

＊解決すべき地域課題やその原因・背景は何か。 

【 地域課題 】：【 原因・背景 】 

1. 健康意識の低下：物価高騰による受診控えや、コロナ禍（現在は5類感染症）の影

響から、外出自粛、在宅勤務に生活が変化した結果、運動不足による生活習慣病のリ

スクが高まった。 

2. コミュニティの分断（核家族化・独居高齢者の増加）：晩婚化や親との同居が減る

ことで核家族化が進み、世代間交流が減少傾向である。 

3. 福祉人材不足：若年層の関心低下や業界の魅力発信不足、加えて高齢化の進行と担

い手確保の遅れ。 

事業の妥当性 

＊その事業に取り組むことによって、事業が地域の課題解決にどう結び付くか。 

1. 多世代参加型の内容により、健康意識・社会参加を無理なく促進する事ができる。 

2. 医療・福祉専門職の実践的な関与により、地域課題への具体的な支援が可能であ

る。 

3. 福祉人材不足に対しては、若年層が医療・福祉の魅力に触れ、将来の担い手育成

に繋がる内容である。 

公益性 

＊区民がどのような効果を受けるか。住みよい地域づくりにどのように寄与するか。 

1. 地域住民の健康寿命延伸と医療費削減に寄与できる。 

2. 多世代・多職種の交流により地域の支え合い体制を構築できる。  

3. 医療・福祉への理解を促進し、将来の担い手育成の契機となる。 

財政支援 

の妥当性 

＊行政施策と差別化が図られている点は何か。行政が補助すべき理由は何か。 

施設（医療・介護）の専門性を生かして、医療福祉と地域資源を融合した“地域活性

型イベント”として、行政施策を超えて地域コミュニティの自主性を促進することが

できる。 
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1

第２号様式（第６条関係） 

収支予算書 

 

１ 収入の部                              単位：円 

区分 予算額 経費内訳(単価・数量) 

補助金 248,000 
地域力向上事業(市民提案による住みよい地域

づくり事業費補助金) 

自己資金 372,000  

計 620,000  

 

２ 支出の部                              単位：円 

区分 
補助 

対象 

※ 
予算額 経費内訳(単価・数量) 

報償費    

賃金    

旅費    

需
用
費 

消耗品費 ○ 470,920 

●参加賞（来場者に配布）計95,000円 

大人用(飲料110円×500本入＝55,000円) 

子供用(菓子200円×200個＝40,000円) 

●景品代（イベント参加者）計186，500円 

ノベルティグッズ 各種（70,000円） 

お菓子代 40,000円 

 ケーキ（1,400円×10個＝14,000円） 

 パン詰め合わせ（1,000円×20セット＝20,000

円） 

米2キロ（2,500円×5人＝12,500円） 

米5キロ（6,000円×5人＝30,000円） 

●企画消耗品：個別ブース 計90,000円 

・栄養課：10,000円 

・薬局 ：20,000円 

 （内訳：分包紙1巻：7,400円・インクリボン1

巻：2,400円・お菓子：10,200円） 

・縁日(物品・材料)：40,000円 

射的・ボールすくい・綿菓子・ポップコーン 
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2

・コーヒーサービス（材料）：20,000円 

●イベント出演者 計41,000円 

 昼食代（1,000円×30人＝30,000円） 

飲料費（110円×100本＝11,000円） 

●会場装飾・その他 計58，420円 

養生テープ(黒 10個・白 5個 6,300円) 

ビニールテープ4個（920円） 

ラミネートフィルムA4 100枚(1,200円) 

ラミネートフィルムA3 100枚(2,000円) 

コピー用紙 厚紙 (1,200円) 

手提げ袋 500枚 A4 サイズ(6,800円) 

クリアポケット(5,000円) 

傘袋 400枚 (1,400円) 

ゴミ袋100枚（1,600円） 

バルーン600個（6,000円） 

バルーンアーチキット2セット（6,000円） 

インスタスポット製作（20,000円） 

 印刷製本費 〇 6,400 ・イベントパンフレット1,000部(6,400円) 

役
務
費 

使用料及び     

賃借料 
〇 142,680 

●レンタル用品 計132,680円 

・テント(9,000円×5＝45,000円) 

  おもり(400円×30＝12,000円) 

・音響関連（ミキサー、スピーカー、マイク、ス

タンド）20,000円 

・延長コード30m（1,000円×7本＝7,000円） 

・綿菓子機(5,280円) 

・ポップコーン機械(10,400円) 

・トラックステージ（33,000円） 

●駐車場使用料 

・10,000円（500円/台×20台） 

    

原材料費    

計 620,000  

 うち補助対象経費 620,000  

※補助対象事業に○を記載してください。 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  令和８年度の中央区協議会の審議案件の棲み分けについて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

市からの諮問、協議、報告事項について、浜松市区及び区

協議会の設置等に関する条例第 20 条の規定により、代表会

は、必要があると認める事項について、地域分科会に付託し、

審議させることができる。 

 

【参考】 

区協議会マニュアル（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中央区代表会） 

内  容 

 

令和８年度中央区協議会で審議する案件のうち、代表会か

ら地域分科会へ付託する案件について、諮るもの。 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

－ 

担当課 中央区区振興課 

 

協議－ア 

第４章  区協議会への諮問等 

２ 年間スケジュール 

（１）代表会 

・定例的に地域分科会に付託する案件は前年度末等 

にあらかじめ代表会で地域分科会に付託すること 

を諮ってください。 
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  令和８年度の中央区協議会の審議案件の棲み分けについて 

中央区・区振興課 

 

１ 概要 

・ 市からの諮問、協議、報告事項について、代表会で審議するか、各地域分科会（中・東・西・

南）へ付託するか調整が必要。 

・ 定例的に地域分科会に付託する案件について、あらかじめ定めるもの。 

 

２ 審議案件の棲み分けについて 

 （１）代表会 

中央区域全体に関する事項を議論 

A【諮問事項】公の施設の設置又は廃止など 

B【協議事項】条例や計画のパブリック・コメントなど 

 （区協議会から説明を求められた場合については、代表会又は地域分科会のいずれか 

一方となることから、案件ごとに各地域分科会の意見を踏まえ、代表会で最終決定） 

C【報告事項】区政運営方針への提案、報告 

D【報告事項】中央区協議会からの意見・要望付き答申への対応状況など 

※必要があると認める事項について、地域分科会へ付託することができる。 

 

（２）地域分科会へ付託 

各地域に関する事項を議論 

E  地域課題の議論 

（地区コミュニティ協議会や地域分科会の委員から寄せられた地域課題など） 

F【諮問事項】中央区役所の予算編成（所掌区域のみ）の諮問、答申、結果  

G【協議事項】地域力向上事業（助成事業）の提案（※）、事後評価 

（※）「少額及び地区コミュニティ協議会への助成事業」を除く 

H【報告事項】地域力向上事業(少額及び地区コミュニティ協議会への助成事業)の提案 

I【報告事項】地域力向上事業（協働センター等を核とした地域課題解決事業）の提案 

J 代表会からの付託案件 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱い結果について 

 

 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・５月代表会、10 月代表会において、令和７年度に実施する 

パブコメ案件（６件）の取扱い結果を報告済。 

 

・令和７年度の区協議会におけるパブコメに関する運用は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中央区代表会） 

内  容 

・新たに追加されたパブコメ案件（１件）について、各地域分科会の 

意向を確認したため、その取扱い結果を報告するもの。 

＜追加のパブコメ案件の概要＞ 

 

 

＜スケジュール＞ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

            ― 

担当課 中央区区振興課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

パブコメの運用区分 

①原則として、概要版の配付による情報提供を行う。 

ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 

②パブコメ実施課の判断によって意見を聴取する必要がある場合。 

③区協議会から求められた場合。（ただし、説明は代表会又は地域

分科会のどちらか一方） 

報告－イ 

２月代表会： 

別紙１「フローチャート」により整理することを決定。 

５月代表会：４月までに各地域分科会で意向確認した 

パブコメ案件（５件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

10 月代表会：各地域分科会で意向確認した追加分のパブ 

コメ案件（１件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

Ｒ８.２月代表会：各地域分科会で意向確認した追加分の 

パブコメ案件（１件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

・実施担当課：予防課 

・件名：浜松市火災予防条例の一部改正（案） 
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フローチャート（パブリック・コメント案件の取扱い基準）
※資料配付の考え方

同一区内の全地域分科会の取扱（意見） ・地域分科会へ説明又は資料配付する場合、代表会には
 資料配付しない。（委員重複のため）
・代表会へ説明する場合は、地域分科会へ資料配付する。一致していない 一致している

「代表会」で一致 A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」で一
致

B 代表会：資料配付なし
地域分科会：パブコメ実施課による説明

「資料配付」で一致 C 代表会：資料配付なし
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」と
「資料配付」が混在

D
代表会：資料配付なし
地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ
実施課による説明。その他地域は資料配付。

「代表会」と「地域
分科会」が混在

「代表会」と「地域
分科会」が同数

B 代表会：資料配付なし
地域分科会：パブコメ実施課による説明

「代表会」が多い A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」が多
い

B 代表会：資料配付なし
地域分科会：パブコメ実施課による説明

「代表会」と
「資料配付」が混在

「代表会」「資料配
付」が同数

A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「代表会」が多い A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「資料配付」が多い C 代表会：資料配付なし
地域分科会：資料配付のみ

「代表会」「地域分
科会」「資料配付」
が混在

「代表会」が多い A 代表会：パブコメ実施課による説明
地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」が多
い

D
代表会：資料配付なし
地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ
実施課による説明。その他地域は資料配付。

「資料配付」が多い D
代表会：資料配付なし
地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ
実施課による説明。その他地域は資料配付。

地域の
意向どおり

地域優先

代表会優先

別紙１

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

これより下は、中央区のみ
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習
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進

大
綱

（
案

）
分

科
会

分
科
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→
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→
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分
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分
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分
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計
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会
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会
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付
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付
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付
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付
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付
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域
分
科
会
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】

①
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も
多
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、
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。
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同

数
の

場
合

は
、

よ
り

き
め

細
か

な
対
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の

取
扱
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。
・

項
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「

代
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会
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と
「

分
科

会
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在
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、
「
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と
「

資
料

配
付

」
が
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し
た

場
合

は
、

「
代

表
会

」
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す
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③
項

目
が

「
分

科
会

」
と

「
資

料
配

付
」

が
混

在
し

た
場

合
は

、
各

地
域

分
科

会
の

意
向

を
尊

重
す

る。
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（中地域分科会）付託事項に係る報告（令和８年２月） 

件名 公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想 開催月 令和７年 12 月 

内容 

〇背景・目的 

・令和 7年 4 月に第 2 期「浜松市公共施設等総合管理計画」を策定。庁内会議を設

置し、公共施設複合化の検討を実施。 

・複合化にあたっては、子育て支援や教育の充実、地域コミュニティの活性化など

の視点から検討し、「元気なまち・浜松」の実現に資する施設を目指す。 

〇経緯 

・佐鳴台地区は、小中学校ともに老朽化していること、各 1 校で隣接していること、

児童生徒数の減少により建設当初の教室数に対し学級数が半減していることか

ら、小中一貫校化の検討を開始。同時に、老朽化が進行する協働センターについ

て、同一敷地内に必要面積が確保できることから小中学校との複合化を検討した。 

・特別な支援を要する児童生徒への支援体制の充実のため、教育と福祉の連携強化

の取組みとして、子どものこころの診療所の同一敷地内への併設を検討した。 

〇内容 

・「公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想」について協議するもの。 

所管課 教育施設課、市民協働・地域政策課、障害保健福祉課 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 担当課回答（要旨） 

１ 「こども・若者の居場所の創造による

利便性向上」とあるが、どのようなもの

を想定しているか教えていただきたい。 

１ 中高生などのこどもが勉強するため

の場所や、若者のみならず大人や高齢

者にとっても自由に出入りが可能な居

心地の良い快適な空間を創造していき

たい。 

２ 「佐鳴台地区」の学校を、浜松市の中

で先進的な取組をする学校として位置

づけていくのか。 

２ 複合化の第一号となるため、モデル校

にしていきたい。 

３ 災害時のことも構想に入っているの

か。 

３ 当該施設は防災拠点としての機能強

化を目指しており、避難所開設の迅速

化、備蓄倉庫の充実、施設のバリアフ

リー化などにより要支援者の避難を迅

速に行うことが可能になると考えてい

る。 

４ すばらしい計画である。浜松の第一号

という形で全国に広められるような施

設を作っていただきたい。 

４（意見） 

 

協議－イ 
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第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景・目的 

・令和 7 年 4 月に第 2 期「浜松市公共施設等総合管理計画」を

策定。庁内会議を設置し、公共施設複合化の検討を実施。 

・複合化にあたっては、市民の安全・安心と利便性向上のみな

らず、子育て支援や教育の充実、地域コミュニティの活性化

などの視点から検討し、「元気なまち・浜松」の実現に資する

施設を目指す。 

〇経緯 

・佐鳴台地区は、小中学校ともに老朽化していること、各１校

で隣接していること、児童生徒数の減少により建設当初の教

室数に対し学級数が半減していることから、小中一貫校化の

検討を開始。同時に、同じく老朽化が進行する協働センター

について、同一敷地内に必要面積が確保できることから小中

学校との複合化を検討した。 

・教育全体の課題である特別な支援を要する児童生徒への支援

体制の充実のため、教育と福祉の連携強化の取組みとして、

施設の老朽化などの課題がある子どものこころの診療所の同

一敷地内への併設を検討した。 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中地域分科会） 

内  容 

 

「公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想」について、概要

を説明するとともに、内容について協議するもの。 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

協議結果を得たい時期：令和 7 年 12 月 

担当課 

教育施設課 

市民協働・地域政

策課 

障害保健福祉課 

担当者 
安田 玲 

（教育施設課） 
電話 457-2403 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

15

【令和７年12月24日開催】
中央区協議会（中地域分科会）資料
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中地域分科会における意見・要望等（令和８年２月） 

 

件名 

三方原地区コミュニティ協議会からの要望に対す

る回答について（三方原協働センター附設体育館

壁面収納折畳みステージの設置） 

開催月 令和７年 11 月 

内容 

〇背景 

・三方原協働センター体育館では、別棟倉庫からポータブルステージを移動させ

て組み立てているが、経年劣化により設置や撤去が円滑にできない状態である。

また、床板の段差により使用時に利用者が怪我をする危険性がある。 

・移動・設置時の危険性や、設置に多大な労力が必要なことから、女性や高齢者

が多い利用団体からポータブルステージの設置は嫌厭されている。 

・当センターを利用する地域活動団体から、附設体育館の大規模改修に併せて壁

面収納式ステージ設置の要望があった。 

〇要望内容 

・三方原協働センター附設体育館の大規模改修工事の着工に併せて、体育館に壁

面収納折畳みステージを設置するよう要望する。 

所管課 市民協働・地域政策課 

回答 

(方針等) 

 ・三方原協働センターでは、令和４年度から施設管理や生涯学習講座等の企画運

営を、地域住民で構成する浜松北地域まちづくり協議会に担っていただいてお

り、協議会の皆様が中心となって、地域ニーズに沿った様々な取組を進めてい

ただいている。 

 ・現在のポータブルステージは、協働センターまつりにおいて、地域活動団体の

成果発表の場として活用いただいている。管理運営を担っていただいている協

議会の皆様がステージの運搬・設営を行うなか、多大な時間と労力がかかるほ

か、老朽化による危険性もあるとお聞きしている。 

 ・また、地域活動団体等から、日頃の成果活動の発表の場としてステージの活用

希望がある一方で、設置に係る労力や危険性により活用を躊躇する要因となっ

ているという声も伺っている。 

 ・今後も協議会の皆様が継続して管理運営を担っていただけるよう、また、様々

な地域活動において、協働センターの体育館を気軽に安心してご利用いただけ

るよう、三方原協働センターのステージ設置については、準備や片付けに要す

る地域住民の負担の軽減と、安全性の確保を図ることを念頭に置き、検討を進

めていく。 

 

 

 

報告－中 
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令和７年７月９日 

中央区協議会（中地域分科会） 

会長  鈴木 義明 様 

 

三方原地区コミュニティ協議会 

会 長 鈴木 登志郎 

 

三方原協働センター附設体育館壁面収納折畳みステージの設置について

(要望) 

   

三方原協働センターの体育館には常設ステージが無く、毎回、別棟倉庫と体

育館の間に脚付き渡り板を３台（約 40kg/台）設置し、館内には養生シートを

敷き、ポータブルステージを 12 台（約 60kg/台）移動させて組立てて（12 人

で約２時間）います。 

ポータブルステージは購入から約 40 年が経過し、経年劣化により骨組みの

歪みや金属部の錆びが顕著でキャスターの動きも悪く、設置や撤去が円滑にで

きない状態となっています。 

また、ポータブルステージの高さ調節ねじ（１台につき６か所）を操作して

も床板に段差が生じてしまうため、使用時に利用者がつまずく危険性など怪我

への留意も必要となっています。 

さらに、サッシなどの段差が招く移動時の横転による下敷きやステージが二

つ折りの構造であることから骨組みで指を挟む危険性、脚付き渡し板設置時及

びポータブルステージ移動作業時に最低２名以上の労力が必要なことなどか

ら、女性や高齢者が多い利用団体ではステージの設置は嫌厭されています。 

三方原地区には 200 人規模の講演会や演奏会が開催できるステージ付きの会

場が少なく、当センターを利用する地域活動団体からは、附設体育館の大規模

改修に併せて壁面収納式ステージ設置の要望があり、設置と収納が各６分程度

と簡易に操作できる壁面収納式ステージが設置されることにより、体育館のス

テージ設置や撤去作業の負担や怪我の心配が軽減されます。 

したがって、講演会や演奏会として利用する地域活動団体の利便性が向上

し、地域の活動拠点となる協働センターの機能強化が図られ、地域住民の期待

に応えられることから下記のとおり要望します。 

 

記 

 
令和６年度以降先送りとなっている三方原協働センター附設体育館の大規模

改修工事の着工に併せて、体育館に壁面収納折畳みステージを設置すること。 
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三方原協働センター附設体育館にステージを設置する手順と収納の現状 

① 左：別棟倉庫 右：体育館        ②渡し板を設置し、ステージを移動 

 

 
 
 
 
 
 
 
                          

  
③倉庫から渡し板を出して設置        ④倉庫と体育館の間に 3枚設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⑤倉庫内の格納状況（ステージ）       ⑥倉庫内の格納状況（渡し板） 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡し板 

ステージ 

手を挟む 

手を挟む 

【要望】参考資料１ 
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⑦組立て時に手を挟みやすい箇所     ⑧キャスター部分 

 

 

 

 

⑨ステージ活用例 その１        ⑩ステージ活用例 その２ 
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【要望】参考資料２
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（西地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 道路沿いの雑草対応について 開催月 令和８年１月 

内容 

〇背景 

・雄踏地区に限らず、雑草が道路上にはみ出したり、歩道を覆ったりして、車両

の走行や歩行の妨げになっている。 

・特に道路上まではみ出している雑草を避けようと車両がセンターラインをオー

バーし、対向車と追突事故を起こしかねない。 

・行政でも手入れしているが、雑草の成長が早く、常時快適な状況にはなってい

ない。刈り取り後は見通しが良くなり、運転時に安心感が高まる。 

〇他の委員に聞きたいこと 

 道路上にはみ出した雑草について、駆除活動を実施するなど地域で対応している

場合は、その対策等を教えてほしい。 

〇行政からの情報提供 

 別紙のとおり 

〇内容 

 委員同士で情報交換や意見交換などを行った。 

 

所管課 中央土木整備事務所（西） 等 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 県が管理する道路はどの窓口になる

のか。 

１ 政令指定都市移行後、県が管理する道

路は西地域にはない。 

２ 道路にはみ出ている木の所有者に対

して、法律に抵触しているという指導は

しているか。 

２ 文書で通知している。 

 

地域課題－西 
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地域課題（「道路沿いの雑草対応について」）情報提供 

 

１ 個人所有の土地における雑草駆除の指導について 

市民から雑草駆除の要望があった場合は、現地確認を行った上で、土地の所有者

を調査し、土地の所有者に口頭・文書にて対応を依頼している。 

なお、除草や越境樹木など土地の適正管理については、次の通り啓発活動を継続

的に実施している。 

・道路へはみ出している草や木の適正管理のお願いを「浜松市公式ホームペー

ジ」に掲載している。 

・除草を含めた農地の適正管理については、農業委員会が、「広報はままつ」や

「農業委員会だより」、「浜松市ホームページ」、「いっせい草刈り旬間（年２

回）」を通じての啓発活動を実施している。 

 

２ 雑草対応の窓口（西地域）   

 雑草の生育場所 窓口 問い合わせ先 

（１） 浜松市が管理する道路 中央土木事務所（西） 053-597-1129 

（２） 浜松市が管理する河川 中央土木事務所（西） 053-597-1129 

（３） 静岡県が管理する河川 （静岡県）浜松土木事務所 053-458-7261 

（４） 国道１号 （国）浜松河川国道事務所 053-466-0111 

（５） 農地 

農地利用課（農業委員会） 

≪道路越境で交通支障時≫ 

中央土木事務所（西） 

053-457-2481 

 

053-597-1129 

（６） 空き地など 

西行政センター（地域振興） 

≪道路越境で交通支障時≫ 

中央土木事務所（西） 

053-597-1112 

 

053-597-1129 

浜松市公式ＬＩＮＥ「通報サービス いっちゃお！」を通じても樹木や雑草に関

する通報を受付している。 

【参考】令和６年度における「街路樹等」に係る通報件数：237 件 

 

３ 除草の実施頻度について 

（１）道路及び街路樹帯の除草について 

・主要道路は、年２回（初夏から秋頃）、委託により実施している。 

・他路線については、自治会や市民からの要望に基づき、随時、対応している。 

（２）河川の除草について 

 ・主要な河川は、年１回（９月頃から）、実施している。 

 ・他排水路などは、自治会や市民からの要望に基づき、随時、対応している。 
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（南地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 地域の高齢化による交通問題について 開催月 令和８年１月 

内容 

〇背景 

 高齢者の運転免許証返納後は、通院や買い物等の活動すべてが止まってしまうな

どの課題がある。 

〇内容 

地域の高齢化とともに、交通移動手段の確保が難しい現状を踏まえ、意見交換会

を行った。 

所管課  南行政センター 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

不便さを解消するための地域の取り組

み（サポート体制）について教えていた

だきたい。 

  

・シニアサロン等の地域の集まりや近隣

で相談し合い、問題を共有する。 

・安定している三輪車を利用する。 

・移動スーパーや宅配サービスを利用す

る。 

・送迎バスを出す病院があると聞いたこ

とがあるため確認してみると良い。 

・家族の支援があると良い。 

・地域のシニアサロン等で横の繋がりを

強くする。 

・車の乗り合いにより、地域行事等へ参

加するなど、お互いに協力し合う体制を

作る。 

・コミュニティバスや乗り合い運行等が

あると良い。 

・スクールバスの空き時間を活用した福

祉バスの生活支援事業など、他市町村の

取り組みを参考にし、地域と浜松市の力

を借りて地域の高齢化による交通問題を

良くしたい。 

 

 

地域課題－南 
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その他－（１）
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X (二次元コード)YouTube(二次元コード)

マイナ救急について
浜松市消防局では、皆さまをより円滑に医療機関へ搬送す
るため、マイナ保険証により過去の受診歴や薬剤情報などを
把握して救急業務に活用※します。
※原則、傷病者からの同意を取得して情報を把握します。

・傷病者の負担軽減
・より適切な応急処置
・円滑な救急搬送
・病院での事前準備

マイナ救急の概要

マイナ保険証を活用するメリット

いつ、救急車を呼ぶことになるか分かりません。
皆さんご自身の命を守るためにも、

マイナ保険証の携行をお願いします。

お問い合わせ
浜松市消防局 警防課 救急企画グループ

TEL：475-7562

もしもの時に備えて

マイナ救急とは？
（以下の二次元コードから約50秒の説明動画をご覧いただけます。）

を救急隊へ正確に伝達可能

マイナ救急は
暗証番号も
顔認証も
不要だよ

※救急隊が取得する個人情報は、救急業務に関する目的に限って利用します。



 



スマホで現場の「今」を伝える  

「映像通報１１９」
 

映像通報１１９とは？ 
① 通報後、消防から 

  映像送信の案内が届きます。 

② 案内に従って、 

  ス マ ホ の カ メ ラ を 向 け る だ け 。 

③ 映像と位置情報で、 

  よ り 確 実 な 支 援 に つ な が り ま す 。 

 

 

 

 
浜松市公式ＨＰ 

『浜松市消防局映像通報システム』 

で検索 

 

 

浜松市消防局 情報指令課 

TEL：０５３－４７５－７５５１ 

FAX：０５０－３５３７－９０５３ 

詳しくは、こちらへ 



 
≪活用状況≫ 

・令和６年度実績 51 件（救助 36、救急 11、火災 3、その他１）  

 

≪奏功事例≫ 

・「プールで溺れ、意識・呼吸が分からない」という通報内容 
①プールサイドに倒れている傷病者の状況を映像で確認できた。 

②映像を見ながら、心臓マッサージの圧迫位置やテンポを案内。 

（※消防指令センターから応急手当の手順等の動画を送ることもできま 

す。） 

③さらに、AED の手配と装着方法についても案内する。 

④その後、救急隊の到着まで心肺蘇生法の継続をお願いした。 

（※この傷病者は、救急隊到着前に呼吸が回復しました。 

さらに、入院治療の後に、社会復帰に繋げることができました。） 

 

≪通信料について≫ 

・１１９番通報は無料ですが、映像通報１１９の利用時には通信料を、

通報者様にご負担していただくこととなります。 

・一般的な契約プランでは、1 分間の利用で約 2 円の通信料がかかり

ます。 

 

≪事前の利用登録は必要ですか≫ 

・事前の登録は必要ありません。 

 

≪どのような携帯電話でも利用可能ですか≫ 

・ほとんどのスマートフォンで利用可能ですが、閲覧機能の利用条件

により、利用できない可能性もあります。 
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3
4
分

確
定

静 岡 県 第 ７ 区

 
 
開

　
　

票
　

　
速

　
　
報
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浜
松

市
選

挙
管

理
委

員
会

届
出

受
付

番
号

中
央

区
第
１

中
央

区
第
２

浜
名

区
天

竜
区

計

1
国

民
民

主
党

1
1
,
0
6
6

3
1
,
2
0
1

1
3
,
2
6
0

2
,
2
1
5

5
7
,
7
4
2

2
チ

ー
ム

み
ら

い
4
,
8
3
2

1
6
,
3
7
9

4
,
7
9
2

6
3
9

2
6
,
6
4
2

3
自

由
民

主
党

2
8
,
7
4
8

8
6
,
5
1
6

3
0
,
8
8
8

6
,
0
2
4

1
5
2
,
1
7
6

4
中

道
改

革
連

合
1
0
,
3
7
0

3
9
,
2
4
9

1
0
,
5
0
8

2
,
2
0
7

6
2
,
3
3
4

5
日

本
維

新
の

会
3
,
6
9
3

1
1
,
4
7
5

3
,
6
8
8

4
7
2

1
9
,
3
2
8

6
日

本
保

守
党

1
,
6
5
8

5
,
7
5
4

1
,
7
0
0

2
3
7

9
,
3
4
9

7
日

本
共

産
党

2
,
1
8
6

7
,
8
7
6

2
,
6
6
6

5
8
3

1
3
,
3
1
1

8
れ

い
わ

新
選

組
2
,
4
5
4

7
,
4
6
1

2
,
5
7
2

4
4
5

1
2
,
9
3
2

9
参

政
党

5
,
9
1
0

1
8
,
2
1
8

6
,
1
3
6

7
9
3

3
1
,
0
5
7

1
0

社
会

民
主

党
6
5
3

1
,
9
5
6

6
5
7

1
3
3

3
,
3
9
9

1
1

減
税

日
本

・
ゆ

う
こ

く
連

合
9
8
2

3
,
0
7
6

9
3
4

1
4
2

5
,
1
3
4

A
得

 
票

 
数

 
計

7
2
,
5
5
2

2
2
9
,
1
6
1

7
7
,
8
0
1

1
3
,
8
9
0

3
9
3
,
4
0
4

B
按

 
分

 
切

 
捨

 
て

 
票

0
0

0
0

0

C
い

ず
れ

に
も

属
さ

な
い

票
数

0
0

0
0

0

D
有

 
効

 
投

 
票

 
数

 
（

A
+
B
+
C
）

7
2
,
5
5
2

2
2
9
,
1
6
1

7
7
,
8
0
1

1
3
,
8
9
0

3
9
3
,
4
0
4

E
無

 
効

 
投

 
票

 
数

1
,
0
5
8

2
,
6
8
6

1
,
2
3
4

3
0
7

5
,
2
8
5

F
投

 
 
票

 
 
総

 
 
数

 
（

D
+
E
）

7
3
,
6
1
0

2
3
1
,
8
4
7

7
9
,
0
3
5

1
4
,
1
9
7

3
9
8
,
6
8
9

G
持

 
帰

 
り

 
そ

 
の

 
他

2
1

-
1

1
3

H
投

 
票

 
者

 
総

 
数

 
7
3
,
6
1
2

2
3
1
,
8
4
8

7
9
,
0
3
4

1
4
,
1
9
8

3
9
8
,
6
9
2

I
1
0
0
.
0
0

1
0
0
.
0
0

1
0
0
.
0
0

1
0
0
.
0
0

1
0
0
.
0
0

 
 
 
 
 
確

 
 
定

 
 
時

 
 
刻

0
2
時

3
5
分

0
1
時

5
3
分

0
1
時

1
4
分

2
3
時

4
0
分

0
2
時

3
5
分

開
票

進
捗

率
（
(
F
+
G
)
/
H
×

1
0
0
）

名
簿

届
出

政
党

等
の

名
称

開
　

票
　

速
　

報

令
和

８
年

２
月

８
日

執
行

確
定

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
選

挙
0
2
時

3
5
分
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浜
松

市
選

挙
管

理
委

員
会

裁
判

官
名

中
央

区
第
１

中
央

区
第
２

浜
名

区
天

竜
区

合
　

計
①

罷
免

を
可

と
す

る
投

票
の
数

8
,
5
3
4

2
9
,
3
3
6

8
,
1
5
2

1
,
0
6
6

4
7
,
0
8
8

罷
免

を
可

と
し

な
い

投
票

の
数

5
9
,
6
5
6

1
8
5
,
3
9
8

6
5
,
8
2
6

1
2
,
1
5
8

3
2
3
,
0
3
8

記
載

無
効

0
0

0
0

0
合

 
計

6
8
,
1
9
0

2
1
4
,
7
3
4

7
3
,
9
7
8

1
3
,
2
2
4

3
7
0
,
1
2
6

②
罷

免
を

可
と

す
る

投
票

の
数

8
,
2
1
6

2
8
,
3
4
3

7
,
8
4
3

1
,
0
0
2

4
5
,
4
0
4

罷
免

を
可

と
し

な
い

投
票

の
数

5
9
,
9
7
4

1
8
6
,
3
9
1

6
6
,
1
3
5

1
2
,
2
2
2

3
2
4
,
7
2
2

記
載

無
効

0
0

0
0

0
合

 
計

6
8
,
1
9
0

2
1
4
,
7
3
4

7
3
,
9
7
8

1
3
,
2
2
4

3
7
0
,
1
2
6

6
8
,
1
9
0

2
1
4
,
7
3
4

7
3
,
9
7
8

1
3
,
2
2
4

3
7
0
,
1
2
6

1
,
3
7
6

4
,
1
6
6

1
,
3
0
3

1
7
5

7
,
0
2
0

6
9
,
5
6
6

2
1
8
,
9
0
0

7
5
,
2
8
1

1
3
,
3
9
9

3
7
7
,
1
4
6

1
5

6
5

5
0

0
1
3
0

6
9
,
5
8
1

2
1
8
,
9
6
5

7
5
,
3
3
1

1
3
,
3
9
9

3
7
7
,
2
7
6

0
2
時

4
3
分

0
2
時

2
5
分

0
1
時

3
6
分

0
0
時

0
6
分

0
2
時

4
3
分

沖
野

　
眞
已

国
　

民
　

審
　

査
　

確
　

定
　

結
　

果
　

集
　

計
　

表

0
2
時

4
3
分

開
票

終
了

時
刻

投
票

総
数
　

持
帰

り
そ

の
他
　

投
票

者
総
数

有
効

投
票
数

無
効

投
票
数

令
和
８
年
２
月
８
日
執
行

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

確
定

高
須

　
順
一
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